
保護者の皆様へ

就学援助制度のご案内

令和8年3月

成田市教育委員会
就学援助制度とは？

公立の小中学校及び義務教育学校へ就学しているお子さ
んを持ち，経済的な理由で学校の学用品費や給食費などの
支払いが困難なご家庭に対し，その費用の一部を援助する
制度です。
この援助を希望される方は，お子さんが通学（入学）す

る学校に申請してください。
また，就学援助制度は年度ごとの認定ですので，既に認

定となっている方も，引き続き援助を希望される場合は，
年度ごとに申請が必要です。

就学援助を受けることができる人

成田市に住民登録があり，児童生徒と住所・生計を同じくする世帯員の所得額等が，市において定
めた額を下回る人。（同住所の方は，住民票上，世帯分離をしていても同一世帯と判断します。）

世帯員の所得額等とは？
児童生徒と同居する世帯員全員（別居でも生計を同じくする者は含む）の課税される所得の合計額

に，養育費，失業給付，児童扶養手当，遺族年金，障害年金，仕送り等を合算した額。
市において定めた認定基準額の目安は以下のとおりです。※認定基準額は，世帯構成（人数・年齢

等）や家賃等により家庭ごとに異なります。以下の基準額は，あくまで申請にあたっての目安として
お考えください。

持家 借家

母　小学生 約１８７万円 約２７４万円

母　中学生 約１９９万円 約２８６万円

母　幼児　小学生 約２３４万円 約３２１万円

母　小学生　小学生 約２４９万円 約３３６万円

母　小学生　中学生 約２６１万円 約３４８万円

父　母　小学生 約２５４万円 約３４１万円

母　幼児　小学生　小学生 約２８１万円 約３６８万円

母　中学生　中学生　高校生 約３３０万円 約４１７万円

父　母　小学生　小学生 約３００万円 約３８８万円

父　母　小学生　中学生 約３１０万円 約３９７万円
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人

世帯構成の例
世帯員の所得額等の目安
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人

（注）
＊借家に係る住宅費は，
家賃月額48，400円
（限度額）として計算し
ています。

＊審査で用いる「所得」
とは，給与所得者の場合
は，源泉徴収票の「給与
所得控除後の金額」です。

＊財産の所有状況によっ
ては，認定されない場合
もあります。

認定に関しては原則令和7年中の所得を基に審査することになります。ただし，令和8年中の
収入額等が大きく減少しているときは令和8年中の見込額で審査します。



申請方法

・申請書は各学校にあります。また，成田市ホームページにも掲載しています。
申請書に必要事項を記入し，児童扶養手当証書の写し等の必要書類を添え，通学または
入学する学校に提出してください。

・年度当初からの援助を希望される場合は，4月末までに申請をしてください。

※5月以降に申請し認定された場合は，申請翌月から援助開始となります。
※申請後に，民生委員児童委員が生活状況等の確認を行う場合があります。
※申請書の内容に偽りがあった場合，認定を取り消すとともに，支給済みの援助費を返還
していただきますので，ご注意ください。

添付書類

○令和8年中の収入が，令和7年中の収入と比べると大きく減少している場合
→令和8年に入ってからの「給与支給明細書」の写し等，令和8年中の収入見込みがわか
るもの

○児童扶養手当を受給されている場合
→「児童扶養手当証書」の写し

○障害年金や遺族年金，失業給付を受給されている場合
→支給額を証明する書類

上記に該当しない場合，原則添付書類は不要です。

援助費目

■学用品費・通学用品費 ■新入学児童生徒学用品費／入学準備学用品費
■校外活動費 ■クラブ活動・部活動費 ■生徒(児童)会費
■ＰＴＡ会費 ■修学旅行費 ■通学費（遠距離通学者の定期代等）
■学校給食費 ■卒業アルバム代等 ■オンライン学習通信費
■医療費（学校の定期健康診断で発見された虫歯等，定められた疾病の治療費のみ）

※学年により対象費目が異なるほか，支給額及び該当となる費目等に制限があります。
※校外活動費・修学旅行費は，参加にかかった費用のみを支給対象としているため，
キャンセル料は支給対象外となります。

生活保護を受けている児童生徒への就学援助

生活保護を受けている児童生徒には，修学旅行費および医療費の援助をしています。
援助を希望される方は，お子さんが通学（入学）する学校に申し出てください。

お問い合わせ先 ： 学校または成田市教育委員会学務課
（℡２０－１5８１）

申請書ダウンロード


